
法　人　名
（検査実施年月日）

主に経営する事業等
是正
状況

春陽会
（平成29年10月10日）

　春陽寮（宿泊所） -

弘全院
（平成29年10月27日）

 新宿成子坂愛育園(保育所) -

東京母子愛育会

（平成29年11月17日）
　東京母子愛育会保育園 改善中

日本盲人職能
開発センター

（平成29年12月5日）

 東京ワークショップ
（就労移行支援・就労継続支援）

-

運営 指摘事項なし

会計

①社会福祉事業で得た収入について、繰入額を「通知」で
認められた金額に改めること。
②経理規程を修正・訂正し提出すること。
③計算書類の記載事項・記載内容・様式等の不備を訂正
し、正しい計算関係書類を提出すること。

運営
　評議員・理事・監事の報酬額を法令、定款に従って定め
ること

会計

　①小口現金の取り扱いを適正に行うよう改善すること
　②拠点ごとの決算報告を適正に行うこと
　③決算報告を適正に行うこと
　④経費の処理を適切に行うこと

指摘事項なし

新宿あした会

（平成30年1月18日）

新宿あした作業所
新宿第二あした作業所
西早稲田あした作業所
　（就労継続支援）
居宅介護事業所まにあーな
　（居宅介護・重度訪問介護）
中落合あしたホーム
　（共同生活介護）
特定相談支援事業所どまーに
まいぺーす
（障害児タイムケア【公益事業】）

②の一部につい
て改善中
他は改善済

杉の子会

（平成30年2月8日）

エイビイシイ保育園
エイビイシイ風の子クラブ

（放課後児童健全育成事業）
改善済

　法人の内部規程を法令・通知等に沿った内容に修正すること。
　①定款細則
　②評議員選任・解任委員会運営細則
　③報酬等の支給の基準
　④経理規程

平成２９年度　　指　導　検　査　結　果

平成３１年１月３１日現在

文書指摘事項

指摘事項なし

指摘事項なし


